
証券コード：2784

第21回定時株主総会

■ 決議事項

日 時

場 所

開催情報

招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

議決権行使期限

郵送またはインターネットにより議決
権をご行使くださいますようお願い申
しあげます。

スマートフォンでの議決権行使は、
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要
になりました ！
詳しくはP.4のご案内ページをご確認ください。

■株主総会のライブ配信を実施いたします。
■株主総会ご出席者へのお土産のご用意はござ
いませんので、あらかじめご了承いただきます
ようお願い申し上げます。

2024年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

東京都千代田区隼町１番１号
ホテルグランドアーク半蔵門
４階「富士の間」

第１号議案 取締役11名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

2024年６月25日（火曜日）
午後５時まで



アルフレッサグループの理念体系

すべての人に、いきいきとした生活を創造しお届けします

私たちの思い

私たちのめざす姿
健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できる

ヘルスケアコンソーシアム®をめざします

	私たちは、常に安心できる商品・サービスを提供し、お客さま満足度の向上に努めます
	私たちは、個々の人格・個性を尊重し、働きやすい職場環境の維持向上に努めます
	私たちは、健康に携わる企業グループとして企業価値を高めます
	私たちは、公正かつ自由な競争による適正な取引を行います
	私たちは、社会との積極的なコミュニケーションを図り、適時適切に情報を開示します
	私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します
	私たちは、地球環境の保護に努めます

私たちの約束
安心 安全 誠実



アルフレッサグループのサステナビリティ基本方針
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（証券コード 2784）
2024年６月３日

（電子提供措置の開始日 2024年５月31日）
株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目１番３号
アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表取締役社長 荒 川 隆 治

第21回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措

置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.alfresa.com/ir/meeting/

また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセ
スの上、銘柄名「アルフレッサ」または証券コード「2784」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情
報」を順に選択のうえ、閲覧をお願い申しあげます。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

当日ご出席されない場合は、書面・インターネットにより議決権を行使することができますので、お手数なが
ら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年６月25日（火曜日）午後5時までに
議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
なお、当日の株主総会の様子につきましては、インターネット配信による中継でご視聴いただけます。

敬 具
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記
１．日 時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区隼町１番１号

ホテルグランドアーク半蔵門 ４階「富士の間」
（末尾の「株主総会ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第21期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類

の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第21期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役11名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに修正内容を

掲載させていただきます。
書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、法

令および当社定款第15条の規定に基づき、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につ
きましては、記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報
告を作成するに際し、会計監査人および監査役が監査をした対象書類の一部であります。



スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、「ログイン ID」「仮パスワード」
の入力が不要になりました！

議決権行使についてのご案内
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株主総会にご出席いただける場合

開催日時 2024年６月26日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）
代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（代理人の資
格は、当社定款の定めにより、議決権を有する他の株主様に限るものとさせていただきます。）
また、資源節約のため、本招集ご通知を会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席いただけない場合

郵送によるご行使
行使期限 2024年６月25日（火曜日）午後５時着分まで
議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限までに到着するようご返送ください。
なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによるご行使 ▶ 詳細な議決権行使方法は次ページに記載しています。

行使期限 2024年６月25日（火曜日）午後５時まで
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスしていただき、行使期限までに賛
否をご入力ください。

複数回にわたりご行使された場合の議決権の取り扱い
●郵送とインターネットにより重複して議決権をご行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内
容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

●インターネットにより複数回にわたり議決権をご行使された場合は、最後にご行使された内容を有効とさせ
ていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とな
ります。
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見本 見本

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用
QRコード」はこちら

バーコード読み取り機能
付きのスマートフォン等
をご利用の場合は、右記
のQRコードを読み取って
アクセスいただけます。

■ 毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。
■ 本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明
の場合は、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

議決権行使サイトに
アクセス
1「次の画面へ」をクリック

ログインする
お手元の議決権行使書用紙の
右下に記載された
「ログインID」および
「仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

2
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システム等に関するお問い合わせ

これでログインが完了です。以降、画面の案内に沿ってお進みください。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使サイト

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部 ヘルプデスク

電話 0120-173-027
受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料

議決権電子行使プラットフォームについて

パソコンの場合 スマートフォン等の場合

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式
会社東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ＩＣＪが運営する議決
権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総
会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットに
よる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取る

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくこと
で、「ログインID」および「仮パスワード」が入力
不要でログインいただけます。

お手持ちのスマートフォン等にて、同封の議決権
行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコー
ド」を読み取る。

4



① ID

② パスワード

インターネットによるライブ配信についてのご案内
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当社の株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、以下のとおり株主様向けにインターネット
によるライブ配信を行います。

１. 配信日時
2024年６月26日（水曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで
※ ライブ視聴ウェブサイトは、開始時刻30分前の午前９時30分頃にアクセス可能となります。
※ ライブ視聴は日本語配信のみとなります。

２. ご視聴の方法
(１) パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込むことにより、

「Engagement Portal」（以下「本ウェブサイト」といいます。）へのアクセスをお願いいたします。

URL https://engagement-portal.tr.mufg.jp/ (QRコード)

(２) 本ウェブサイトへアクセス完了後、画面の案内に従いIDおよびパスワードのご入力をお願いいたします。

① ID：議決権行使書用紙の副票（右側）に記載されている「ログインID」（15桁の半角英数字）
② パスワード：議決権行使書用紙の副票（右側）に記載されている「仮パスワード」（6桁の半角数字）
※ 議決権行使書を投函する前に、①および②をお手元にお控えいただくか、議決権行使書用紙の副票（右
側）を切り離してご投函ください。

※「議決権行使ウェブサイト」（本招集通知４頁のご案内をご参照ください。）にて変更されたパスワード
は、本ウェブサイトには引き継がれません。仮パスワードをそのままご入力ください。

(３) 本ウェブサイトにて「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、利用規約をご確認のうえ「利用規約に同意
する」にチェックを入れた後、「視聴する」ボタンのクリックをお願いいたします。
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３. ご視聴に関する留意事項
(１) やむを得ない事情により、ライブ配信を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社

ウェブサイト（https://www.alfresa.com/ir/meeting/）にてお知らせいたします。
(２) ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会へのご出席とは認められないため、議決権のご行

使やご質問、動議を含めた一切のご発言を行っていただくことはできません。議決権につきましては、
４頁にてご案内の方法により事前にご行使くださいますようお願い申しあげます。

(３) ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
(４) ライブ配信の撮影・録画・録音・保存およびSNS等での公開等は、固くお断りいたします。
(５) インターネットの通信環境等により、映像および音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がござ

いますので、ご了承ください。
(６) Internet Explorerはご利用いただけませんので、ご注意ください。また、ご使用の機器やネットワーク環

境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
(７) 本ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様

のご負担となります。
(８) 同封の議決権行使書用紙を紛失された場合、以下のお問い合わせ先にお問い合わせください。

４. 株主総会へご出席される株主様へのご案内
ライブ配信用の会場の撮影につきましては、株主様のプライバシー等に配慮し、スクリーン映像および役員席

付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございます。ご了承く
ださい。

【本ウェブサイトに関するお問い合わせ先】
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-676-808 (通話料無料)

受付時間 午前９時から午後５時まで（土、日、祝日を除く）
ただし、総会当日は、午前９時から株主総会終了時刻まで
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招集ご通知の書面をご希望する場合のお申込みについて
本定時株主総会の招集ご通知の印刷書面をご希望の場合、招集通知送付受付ウェブサイトより以
下のログインID、パスワードをご入力の上、お申込みください。
※書面交付請求をされた株主様にお送りしている内容と同様になります。

招集通知送付受付ウェブサイト https://d.srdb.jp/2784/2406/
受付期間 2024年６月３日（月）0時〜2024年６月20日（木）23時59分まで
お申込み方法
①上記ウェブサイトにアクセスし、ログインID・パスワードを入力してログイン

●ログインID 議決権行使書用紙に記載されている
「株主番号」

●パスワード 議決権行使書用紙に記載されている
「郵便番号（ハイフンなし）」
※2024年３月末以降に住所変更のお届けをされている場合は、３月末時点の登録ご住所の郵便番号
をご入力ください。

②ログイン後、ご希望の送付先住所、氏名、メールアドレスを入力し、確認ボタンをクリック
③②で登録した内容がご入力いただいたメールアドレスに届きますので、確定用のURLをクリック
※メールで届く確定用のURLをクリックしないと登録完了になりませんので、必ずメールをご確認ください。
※登録内容に誤りがある場合には①からやり直してください。

④受付完了画面に目安となる納期が表示され、受付完了メールが届きます。
その後ご入力いただいた住所宛に書面が送付されます。

※一度お申込みいただいた場合、二回目以降の登録はできません。
※メールアドレスに誤りがあると登録確認のメールをお届けすることができません。
ご登録の際は必ずメールが受信できる正しいメールアドレスをご入力ください。

※迷惑メールフィルターなどで受信を制限されていると、登録内容確認用のメールを受信することができない場合があります。
「@srdb.jp」のドメインを受信可能な状態にしてください。

※ご提供いただきました情報は本件以外に使用することはございません。

本ウェブサイトによる交付書面送付のお申込みは、電子提供制度に基づく書面交付請求ではございません。
次回の株主総会以降も引き続き書面のご送付を希望される場合は、別途証券会社または株主名簿管理人に
「書面交付請求」のお手続きをお申出ください。

書面交付請求に関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行 書面交付請求書のお申込みフォーム
https://www.tr.mufg.jp/daikou/shomenkoufu.html

電子提供制度専用ダイヤル
電話 0120-696-505
（受付時間：土・日・祝日を除く平日9:00〜17:00）



株主総会参考書類
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議案および参考事項

第１号議案 取締役11名選任の件
取締役全員（11名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名

の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位および担当 在任年数 取締役会の

出席状況

１ 再 任
あら かわ りゅう じ

荒川 隆治 地位：
担当：

代表取締役社長
− ８年 100％

（18回／18回）

２ 再 任
きし だ せい いち

岸田 誠一
地位：
担当：

代表取締役副社長
社長補佐 総務・財務企画・コーポレー
トコミュニケーション・流通品質統括・
コンプライアンス担当

５年 100％
（18回／18回）

３ 再 任
ふく じん ゆう すけ

福神 雄介
地位：
担当：

代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス・海外事業担当

４年 100％
（18回／18回）

４ 再 任
おお はし しげ き

大橋 茂樹 地位：
担当：

取締役常務執行役員
グループ医療卸事業統括部長 ２年 100％

（18回／18回）

５ 再 任
た なか とし き

田中 敏樹
地位：
担当：

取締役常務執行役員
グループ経営戦略・人事企画・IT･DX推
進・再生医療事業担当

２年 100％
（18回／18回）

６ 再 任
かつ き ひさし

勝木 尚 地位：
担当：

取締役
− ７年 100％

（18回／18回）

７ 再 任
しま だ こう いち

島田 浩一 地位：
担当：

取締役
− ６年 100％

（18回／18回）

８ 再 任 社外取締役
独立役員

はら たかし

原 大 地位：
担当：

取締役
コーポレートガバナンス委員会 委員長 ４年 100％

（18回／18回）

９ 再 任 社外取締役
独立役員

きの した まなぶ

木下 学 地位：
担当：

取締役
役員人事・報酬等委員会 委員長 ４年 100％

（18回／18回）

10 再 任 社外取締役
独立役員

たけ うち とし え

竹内 淑恵 地位：
担当：

取締役
− ４年 100％

（18回／18回）

11 再 任 社外取締役
独立役員

くに まさ き み こ

國政貴美子 地位：
担当：

取締役
− ２年 100％

（18回／18回）
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候補者
番 号 １

あ ら か わ りゅう じ

荒川 隆治 1963年３月５日生
（満61歳） 再 任

所有する当社株式の数 64,220株

在任年数 ８年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1987年４月 山之内製薬株式会社（現アステラス製

薬株式会社）入社
1999年４月 株式会社中薬（現アルフレッサ株式会

社）入社
2000年６月 同社取締役
2005年６月 シーエス薬品株式会社（現アルフレッ

サ株式会社）常務取締役
2007年６月 同社専務取締役
2007年６月 当社取締役
2008年６月 シーエス薬品株式会社（現アルフレッ

サ株式会社）取締役専務執行役員

2009年４月 同社代表取締役社長
2016年６月 当社取締役
2016年10月 当社取締役常務執行役員 事業開発担

当
2019年４月 当社取締役常務執行役員 コーポレー

トコミュニケーション・事業開発担当
2020年４月 当社取締役専務執行役員 コーポレー

トコミュニケーション・事業開発・海
外事業担当

2020年６月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
荒川隆治氏は、代表取締役として経営環境の変化に的確かつ柔軟に対応すべく、当社および当社グループ会
社をけん引しております。また、事業会社の代表取締役等を歴任しており、当社および事業会社の業務全般
を熟知しておりますとともに、事業領域の拡大、アジアを中心とした海外事業の展開に関し中心的な役割を
担う等、豊富な経験と実績を備えております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事
により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といた
しました。
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候補者
番 号 ２

き し だ せ い い ち

岸田 誠一 1960年３月31日生
（満64歳） 再 任

所有する当社株式の数 8,266株

在任年数 ５年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1982年４月 日本商事株式会社（現アルフレッサ

ファーマ株式会社）入社
2008年10月 アルフレッサ株式会社経理部長
2013年４月 同社人事部長
2017年４月 同社執行役員 人事部長
2018年４月 当社執行役員 財務企画部長
2019年４月 当社常務執行役員 総務・財務担当兼

財務企画部長
2019年６月 当社取締役常務執行役員 総務・財務

担当兼財務企画部長
2020年４月 当社取締役専務執行役員 総務・財

務・コンプライアンス・内部統制担当
2020年６月 当社取締役専務執行役員 総務・財

務・コーポレートコミュニケーショ
ン・コンプライアンス担当

2021年６月 当社取締役専務執行役員 財務企画・
コーポレートコミュニケーション・コ
ンプライアンス担当

2022年４月 当社取締役副社長 社長補佐 財務企
画・コーポレートコミュニケーション
担当

2023年４月 当社取締役副社長 社長補佐 総務・財
務企画・コーポレートコミュニケーシ
ョン・コンプライアンス担当

2023年６月 当社代表取締役副社長 社長補佐 総
務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当

2024年４月 当社代表取締役副社長 社長補佐 総
務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・流通品質統括・コンプラ
イアンス担当（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
岸田誠一氏は、当社の重要な子会社であるアルフレッサ株式会社において、経理、人事等の実務を経験した
後、その責任者を歴任しております。また、当社において総務、財務企画、コーポレートコミュニケーショ
ン、コンプライアンスの責任者を務める等、豊富な経験と実績を備えております。候補者の豊富な経験や知
見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期
待できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ３

ふ く じ ん ゆ う す け

福神 雄介 1976年６月27日生
（満47歳） 再 任

所有する当社株式の数 2,046,788株

在任年数 ４年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
2000年４月 福神株式会社（現アルフレッサ株式会

社）入社
2011年 4 月 アルフレッサ株式会社物流本部物流企

画部長
2012年10月 同社営業本部営業企画部長
2014年４月 同社執行役員 営業本部営業企画部長
2014年10月 同社執行役員 経営戦略本部経営企画

部長
2016年６月 エス・エム・ディ株式会社代表取締役

社長
2018年 4 月 アルフレッサ株式会社執行役員 ロジ

スティクス本部副本部長
2019年４月 アルフレッサ株式会社常務執行役員

ロジスティクス本部長
2019年６月 同社取締役常務執行役員 ロジスティ

クス本部長

2020年４月 同社取締役専務執行役員 ロジスティ
クス本部長

2020年６月 同社代表取締役社長（現任）
2020年６月 当社取締役
2022年４月 当社取締役副社長 医療用医薬品等卸

売事業担当
2023年４月 当社取締役副社長 医療用医薬品等卸

売事業・トータルサプライチェーンサ
ービス担当

2023年６月 当社代表取締役副社長 医療用医薬品
等卸売事業・トータルサプライチェー
ンサービス担当

2024年４月 当社代表取締役副社長 医療用医薬品
等卸売事業・トータルサプライチェー
ンサービス・海外事業担当（現任）

重要な兼職の状況 アルフレッサ株式会社代表取締役社長

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
福神雄介氏は、当社の子会社で、医療用医薬品等卸売事業の中核を担うアルフレッサ株式会社において代表
取締役社長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。また、当社グループが注力しているス
ペシャリティ医薬品等の販売・流通の取り組みや新たなビジネスモデルの開発について中心的役割を担って
おります。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や
監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ４

お お は し し げ き

大橋 茂樹 1965年１月17日生
（満59歳） 再 任

所有する当社株式の数 5,300株

在任年数 ２年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1988年３月 昭和薬品株式会社（現アルフレッサ

ファーマ株式会社）入社
2008年10月 アルフレッサ株式会社 営業本部東京

城東営業部長
2016年10月 同社物流本部商品管理部長
2018年４月 同社執行役員 医薬営業本部営業戦略

部長
2019年10月 同社執行役員 医薬営業統括本部副本

部長（営業改革担当）
2020年４月 当社常務執行役員 グループ事業担当

2021年６月 当社常務執行役員 総務・グループ企
画・人事企画担当

2022年４月 当社常務執行役員 グループ企画・事
業開発・海外事業担当

2022年 6 月 当社取締役常務執行役員 グループ企
画・事業開発・海外事業担当

2023年４月 当社取締役常務執行役員 グループ医
療卸事業統括部長 兼 海外事業担当

2024年４月 当社取締役常務執行役員 グループ医
療卸事業統括部長（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
大橋茂樹氏は、当社の重要な子会社であるアルフレッサ株式会社において営業部門の要職を歴任する等豊富
な経験を有しているとともに、当社において総務、グループ企画、人事企画、事業開発、海外事業、グルー
プ医療卸事業統括の責任者を務める等、当社および事業会社の業務全般を熟知しております。候補者の豊富
な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が
引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ５

た な か と し き

田中 敏樹 1963年６月３日生
（満61歳） 再 任

所有する当社株式の数 1,300株

在任年数 ２年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1986年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）入行
2012年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会

社三菱UFJ銀行）シンジケーション部
長

2015年７月 アルフレッサ株式会社入社 管理本部
部長

2016年４月 同社理事 管理本部副本部長
2017年４月 同社執行役員 管理本部副本部長兼経

理部長
2019年４月 同社執行役員 経営企画本部経営企画

部長

2020年６月 同社取締役常務執行役員 ロジスティ
クス本部長

2022年４月 同社取締役
2022年４月 当社常務執行役員 総務・人事企画・

ＤＸ推進・コンプライアンス担当
2022年 6 月 当社取締役常務執行役員 総務・人事

企画・ＤＸ推進・コンプライアンス担
当

2023年４月 当社取締役常務執行役員 グループ経
営戦略・人事企画・IT･DX推進担当

2024年４月 当社取締役常務執行役員 グループ経
営戦略・人事企画・IT･DX推進・再生
医療事業担当（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
田中敏樹氏は、大手金融機関での実務経験を有しているとともに、当社の重要な子会社であるアルフレッサ
株式会社において管理本部、経営企画部、ロジスティクス本部の要職を歴任する等、当社において総務、人
事企画、IT･DX推進、コンプライアンス、グループ経営戦略の責任者を務める等、当社および事業会社の業務
に熟知しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思
決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ６

か つ き ひさし

勝木 尚 1956年８月９日生
（満67歳） 再 任

所有する当社株式の数 17,592株

在任年数 ７年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1984年10月 ピジョン株式会社入社
2001年12月 同社執行役員
2004年４月 同社取締役
2009年６月 丹平中田株式会社（現アルフレッサ

ヘルスケア株式会社）代表取締役社長

2011年10月 アルフレッサ ヘルスケア株式会社代
表取締役社長

2014年10月 株式会社茂木薬品商会（現アルフレッ
サ ヘルスケア株式会社）代表取締役
会長

2017年６月 当社取締役（現任）
2023年４月 アルフレッサ ヘルスケア株式会社代

表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況 アルフレッサ ヘルスケア株式会社代表取締役会長

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
勝木尚氏は、当社の子会社で、セルフメディケーション卸売事業を担うアルフレッサ ヘルスケア株式会社に
おいて代表取締役会長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験や知見
を当社取締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待
できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ７

し ま だ こ う い ち

島田 浩一 1958年10月15日生
（満65歳） 再 任

所有する当社株式の数 2,820株

在任年数 ６年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1982年４月 日本商事株式会社（現アルフレッサ

ファーマ株式会社）入社
2008年４月 アルフレッサ ファーマ株式会社執行

役員 製品戦略部長
2010年６月 同社取締役
2012年４月 同社取締役常務執行役員
2014年４月 同社取締役専務執行役員
2016年４月 同社取締役副社長執行役員

2016年５月 アルフレッサ ファインケミカル株式
会社取締役

2017年４月 アルフレッサ ファーマ株式会社代表
取締役社長執行役員（現任）

2017年５月 アルフレッサ ファインケミカル株式
会社取締役会長（現任）

2018年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況 アルフレッサ ファーマ株式会社代表取締役社長執行役員

取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由
島田浩一氏は、当社の子会社で、医薬品等製造事業の中核を担うアルフレッサ ファーマ株式会社において代
表取締役社長を務めており、当該事業の業務全般を熟知しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取
締役会において活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるた
め、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ８

は ら たかし

原 大 1951年８月24日生
（満72歳）

再 任
社外取締役
独立役員

所有する当社株式の数 ー

在任年数 ４年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1975年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）入行
2002年１月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）執行役員
2005年５月 同行常務執行役員
2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会

社三菱UFJ銀行）常務執行役員
2008年６月 同行常務取締役
2009年５月 同行専務取締役

2010年５月 同行副頭取
2012年６月 双日株式会社代表取締役副会長
2019年６月 同社取締役会長
2020年６月 同社特別顧問
2020年６月 株式会社ユニリタ社外取締役（現任）
2020年６月 当社取締役（現任）
2022年６月 当社コーポレートガバナンス委員会

委員長（現任）

重要な兼職の状況 株式会社ユニリタ社外取締役

社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
原大氏は、金融機関および総合商社で要職を歴任する等、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。
候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性
強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

■ 独立性に関する事項
原大氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社東
京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。
当社の連結子会社は、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀
行）と取引がございますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であり、当該取引先が当社グループ会
社の経営に関与している事実はありません。また、同氏は、株式会社ユニリタで社外取締役を務めており
ますが、当社との取引関係はございません。
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候補者
番 号 ９

き の し た まなぶ

木下 学 1954年５月17日生
（満70歳）

再 任
社外取締役
独立役員

所有する当社株式の数 ー

在任年数 ４年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1978年４月 日本電気株式会社入社
2008年４月 同社執行役員
2010年４月 同社執行役員常務
2010年６月 同社取締役執行役員常務
2011年６月 同社執行役員常務
2016年４月 同社執行役員副社長
2018年４月 同社シニアオフィサー

2020年６月 当社取締役（現任）
2020年６月 当社役員人事・報酬等委員会 委員長

（現任）
2020年６月 住友金属鉱山株式会社社外取締役（現

任）
2023年６月 株式会社明電舎社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 住友金属鉱山株式会社社外取締役
株式会社明電舎社外取締役

社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
木下学氏は、国内有数のIT総合ベンダー企業に長年、実務者および経営者として携わり豊富な経験と実績、高
い見識を有しております。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決
定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

■ 独立性に関する事項
木下学氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会社
東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。
当社の連結子会社は、同氏が過去副社長を務めていた日本電気株式会社と取引がございますが、互いに連
結売上高の0.1％未満と軽微であり、当該取引先が当社グループ会社の経営に関与している事実はありま
せん。また、同氏は、住友金属鉱山株式会社および株式会社明電舎で社外取締役を務めておりますが、両
社とも当社との取引関係はございません。
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候補者
番 号 10

た け う ち と し え

竹内 淑恵 1955年１月22日生
（満69歳）

再 任
社外取締役
独立役員

所有する当社株式の数 ー

在任年数 ４年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1978年４月 ライオン油脂株式会社（現ライオン株

式会社）入社
2001年７月 株式会社電通EYE入社
2002年４月 法政大学大学院社会科学研究科客員教

授
2003年４月 同大学経営学部教授（現任）
2012年４月 同大学大学院経営学研究科長
2014年４月 同大学経営学部長

2016年４月 同大学キャリアセンター長
2020年６月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況 法政大学経営学部教授

社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
竹内淑恵氏は、経営学部教授として高い見識と幅広い経験を有していることに加え、マーケティング、ブラ
ンディング分野に精通する学識経験者であります。候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事に
より、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者とい
たしました。
同氏は社外役員となること以外で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役
としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

■ 独立性に関する事項
竹内淑恵氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式会
社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。
同氏は、法政大学で経営学部教授を務めておりますが、当社との取引関係はございません。
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候補者
番 号 11

く に ま さ き み こ

國政 貴美子 1960年１月30日生
（満64歳）

再 任
社外取締役
独立役員

所有する当社株式の数 ー

在任年数 ２年（本総会終結時）

取締役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位、担当
1982年３月 株式会社福武書店（現株式会社ベネッ

セホールディングス）入社
2000年６月 株式会社ベネッセコーポレーション取

締役
2002年１月 株式会社ベネッセケア（現株式会社ベ

ネッセスタイルケア）代表取締役社長
2003年12月 株式会社ベネッセスタイルケア取締役
2008年６月 株式会社ベネッセコーポレーション人

財・総務本部長

2010年10月 株式会社ベネッセホールディングス
CHO

2012年４月 株式会社ベネッセコーポレーション
取締役

2013年６月 株式会社ベネッセスタイルケア取締役
副社長

2022年６月 当社取締役（現任）
2023年６月 三菱食品株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 三菱食品株式会社社外取締役

社外取締役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
國政貴美子氏は、介護分野を中心とした事業に長年、実務者および経営者として携わるとともに、上場会社
においてグループ会社全体のCHO（人事責任者）を務める等豊富な経験と実績、高い見識を有しております。
候補者の豊富な経験や知見を当社取締役会に活かす事により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性
強化が引き続き期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

■ 独立性に関する事項
國政貴美子氏は当社の「社外取締役等の独立性の基準」を満たした社外取締役候補者であり、同氏を株式
会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、届け出ております。
同氏は、三菱食品株式会社で社外取締役を務めておりますが、当社との取引関係はございません。
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第２号議案 監査役１名選任の件
現任監査役５名のうち尾崎正和氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

お ざき まさ かず

尾崎 正和 1961年５月30日生
（満63歳） 再 任

所有する当社株式の数 1,600株
在任年数 ４年（本総会終結時）
取締役会への出席状況 100%（18回／18回）
監査役会への出席状況 100%（18回／18回）

略歴、当社における地位
1984年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）入行
2002年１月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱

UFJ銀行）資金証券為替部次長
2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会

社三菱UFJ銀行）東アジア市場部次長
2014年４月 当社入社 国際部長
2015年４月 当社事業開発部長

2020年６月 当社監査役（現任）

重要な兼職の状況 なし

監査役候補者に関する特記事項 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

監査役候補者とした理由
尾崎正和氏は、金融機関での勤務経験に加え、当社において国際部長、事業開発部長を経験する等、幅広い
見識と豊富な経験を有しております。このため、候補者の豊富な経験と知見を基にした意見を、当社の監査
体制に引き続き反映いただけるものと考え監査役候補者といたしました。
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＜役員等賠償責任保険契約の内容の概要＞
当社は、役員が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保

険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行
為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。第１号議案およ
び第２号議案がご承認された場合、いずれの候補者も当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

＜社外取締役等の独立性の基準＞
当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。

１．社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。
（1）社外取締役等は、過去５年間に当社グループから一定額以上の報酬（当社からの取締役等報酬を除

く）または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。

（2）社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
① 当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占
める重要な取引先

② 当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
③ 当社の大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等
④ 当社グループが大株主（発行済株式総数の10％以上保有）となっている企業等

２．社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。

３．その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有して
いてはならない。

４．社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。

＜社外取締役等との責任限定契約＞
社外取締役等が期待される役割を十分発揮できるよう、当社は現在、原大氏、木下学氏、竹内淑恵、國

政貴美子氏および尾崎正和氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。第１号議案及び第２号議案において５氏の再任がご承認さ
れた場合、５氏と同様の責任限定契約を継続する予定です。
なお、任務を怠ったことによる最低責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額であります。
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（ご参考）
■取締役会の構成
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすために専門知識・経験・能力等が異なる多様な取締役で構成す
るとともに、その機能が最も効率的・効果的に発揮できる員数とすることとしております。

■取締役等の指名・選任
取締役候補者は、取締役会の構成を勘案のうえ、役員人事・報酬等委員会における審議を経たうえで、取締役
会で決定しております。役員人事・報酬等委員会は、取締役会の決議によって選定される独立社外取締役およ
び取締役で構成し、過半数を独立社外取締役としております。
また、「アルフレッサグループ中長期ビジョン」の実現に向け、必要と考える取締役・監査役のスキルを定義
し、候補者を選定しております。その一覧は下表のとおりであります（本総会において各取締役・監査役候補
者が選任された場合）。

氏名 役職 企業経営 営業
マーケティング ロジスティクス 事業開発 財務・会計 法務

リスクマネジメント
人事

人財開発 DX

荒川 隆治 代表取締役社長 〇 〇 〇
岸田 誠一 代表取締役副社長 〇 〇 〇
福神 雄介 代表取締役副社長 〇 〇 〇
大橋 茂樹 取締役常務執行役員 〇 〇 〇
田中 敏樹 取締役常務執行役員 〇 〇 〇 〇 〇
勝木 尚 取締役 〇 〇
島田 浩一 取締役 〇 〇
原 大 社外取締役 〇 〇 〇
木下 学 社外取締役 〇 〇 〇 〇
竹内 淑恵 社外取締役 〇 〇
國政貴美子 社外取締役 〇 〇
尾崎 正和 常勤監査役 〇 〇
上田 裕治 常勤監査役 〇 〇
加藤 善孝 社外監査役 〇 〇
伊東 卓 社外監査役 〇
木﨑 博 社外監査役 〇 〇 〇 〇



株主総会参考書類

23

（ご参考）
当社が取締役・監査役に期待するスキル項目の選定理由は以下のとおりです。

専門性と経験
（スキル項目） 選定理由

企業経営
企業経営に関する経験と知見により、適切な意思決定や監督機能を発揮する
ことは持続的に企業価値を向上させる中長期の経営計画の策定と遂行におい
て不可欠であり、必要な項目として選定しています。

営業
マーケティング

医療・健康にかかる社会課題の解決に向け、変化する事業環境に対し常に安
心できる商品・サービスの開発・提供するため、必要な項目として選定して
います。

ロジスティクス 日本の医薬品流通のインフラを支える企業として、医薬品等を高品質かつ安
定的に供給することを使命としており、必要な項目として選定しています。

事業開発 基盤事業に加えて、新規事業の開発や成長事業の育成を通じて事業の強化・
拡大を図るべく、必要な項目として選定しています。

財務・会計 財務報告の信頼性確保、財務基盤の安定性、資本収益性の向上および株主還
元の充実を推進するため、必要な項目として選定しています。

法務
リスクマネジメント

法令、各種規制、社会規範等を遵守し、いかなる状況・リスクに対しても適
時・的確な経営判断を可能とすべく、必要な項目として選定しています。

人事
人財開発

最も重要である資産は人財であり、人財こそが当社グループ成長の原動力と
考え、共に働く人々が個性や才能を存分に発揮できる企業となるため、必要
な項目として選定しています。

DX
DX推進等によるお客様満足の向上・生産性向上を実現するとともに、健康・
医療に関する新たな事業領域へ挑戦するため、必要な項目として選定してい
ます。

以上
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１ 企業集団の現況
１．事業の状況
(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度(2023年４月１日〜2024年３月31日)におけるわが国経済は、2023年５月に新型コロナウ
イルス感染症が５類感染症に移行された後、緩やかな回復が続いているものの世界的な金融引締めに伴う影響
や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっております。
当社グループでは、2022年５月に公表した「22-24 中期経営計画 未来への躍進 〜進化するヘルスケアコ

ンソーシアム®〜(以下「22-24中計」という。)」に掲げた以下のグループ経営方針に取り組んでおります。
・『事業モデルの強化』と『新たな価値の創造』
・『グループ一体となった取り組み』による地域の健康・医療への貢献
・『環境保全への取り組み等』を通じたサステナブル社会への貢献
・『ダイバーシティ』を中心とした人財戦略の推進
・『コンプライアンス』を最重要とする企業風土の醸成

また、2023年５月、当社はグループのさらなる企業価値向上を実現すべく、2032年度までの中長期的な事
業戦略および財務・資本戦略「アルフレッサグループ中長期ビジョン」を公表するとともに、資本効率の改善
と株主還元の充実を図るため350億円を上限とする自己株式取得を決議し、同年10月２日をもって、15,201
千株を取得し終了いたしました。
当社の「新たな価値の創造」への取り組みとして、2023年５月、抗体医薬を主体とした研究開発を行う株

式会社凜研究所(本社：東京都中央区)に対し第三者割当増資による出資をいたしました。同社が進める抗体医
薬の開発を支援していくとともに、トータルサプライチェーンサービスの実現に向けて医薬品等製造事業にお
ける開発パイプラインと製造技術を強化してまいります。
また、組織再編により当社の完全子会社となったセルリソーシズ株式会社(本社：東京都千代田区)は、2023

年７月、Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG(本社：ドイツ連邦共和国)との間で、遺伝子細胞治療市場における
自動細胞製造施設・工程の設計、建設、稼働のサポートを目的とするバイオインダストリー・サポート契約を
締結いたしました。当社グループでは、本契約を契機として遺伝子細胞治療市場に対して高度に自動化された
受託細胞製造サービスを提供する事業基盤の整備を進め、再生医療等製品の受託製造サービスを提供する体制
の構築を進めております。
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さらに、2023年11月、当社の子会社である株式会社ゲッカワークス(本社：東京都千代田区)は、かねてよ
り実証実験を進めていた医師向け会員制Webサービス「ドクシル」の本格運用を開始いたしました。同社は、
当社グループの医療用医薬品等卸売事業のMS※とともに、地域医療連携を支援し、医療提供体制の充実や医師
の働き方改革へ貢献してまいります。
資金調達としては、2023年12月、当社は、社会価値の創造に資するため、茨城県つくば市における新たな

物流センターおよび群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営のため、総額200億円のソーシャルボン
ドを発行いたしました。
当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高2兆8,585億円(前期比6.0％増)、営業利益は384億

60百万円(同27.6％増)、経常利益は399億97百万円(同21.8％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は295
億58百万円(同14.6％増)となりました。
※ MS(Marketing Specialist)：マーケティング・スペシャリスト。医薬品の卸業における専門知識を持った営業員

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

❶ 医療用医薬品等卸売事業の業績
当連結会計年度においては、2023年５月から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「５類感染

症」に移行され経済社会活動が正常化するなか、当社グループでは、生命関連商品を取り扱う社会インフラ
としての使命を果たすべく、医薬品等の安定供給はもとより、新型コロナウイルスワクチンおよび治療薬の
配送業務ならびに欠品や需給調整が続くジェネリック医薬品等への対応に尽力してまいりました。
医療用医薬品等卸売事業におきましては、スペシャリティ領域ならびにメディカル品への取り組み強化と

ＤＸによる事業変革を通じて、「22-24中計」の重点施策として掲げた「既存事業の強化」「事業変革による
収益化」「グループ全体での最適化・効率化・標準化」を推進しております。
当社グループでは、新たな医療サービスの開発に挑戦する様々なベンチャー企業との提携により、医療分

野における課題解決への取り組みを進めております。
連結子会社のアルフレッサ株式会社(本社：東京都千代田区、以下「アルフレッサ」という。)は、株式会

社MICIN(本社：東京都千代田区)との間で資本業務提携契約を締結し、オンライン診療サービス「curon(ク
ロン)」や通院専用のキャッシュレス決済サービス「クロンスマートパス」等の普及拡大を推進するととも
に、両社の経営資源を活用し、生活者の健康向上や医療アクセスの充実につなげるなど、医療・ヘルスケア
サービスの開発および展開を図っております。
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また、アルフレッサは、2023年５月、キッズウェル・バイオ株式会社(本社：東京都中央区)および三菱倉
庫株式会社(本社：東京都中央区)との間で、キッズウェル・バイオ株式会社が再生医療等製品として開発中
のヒト乳歯歯髄幹細胞の高品質かつ安定的な保管・輸送体制の構築に関する業務委託基本契約を３社間で締
結し、再生医療分野においても医薬品の安定供給を担うべく、ヒト乳歯歯髄幹細胞を原料とする再生医療等
製品の実用化に向けた協業を進めております。
「グループ全体での最適化・効率化・標準化」へ向けた「PIC/S GDPに対応した最適なロジスティクス

ネットワークの構築」の取り組みとして、2023年８月、アルフレッサは、茨城県つくば市において建設を
進めておりました「つくば物流センター」を竣工し、2024年５月７日より稼働いたしました。本センター
は、高度な物流機能を有し災害に強い当社グループ最大の物流拠点として、関東エリアにおける医薬品等を
安定供給する体制をさらに充実させ地域医療に貢献してまいります。
また、2023年1２月、連結子会社のティーエスアルフレッサ株式会社(本社：広島市西区)は、山口県宇部

市において建設を進めておりました「山口宇部センター」を竣工し、2024年５月７日より稼働いたしまし
た。本センターと広島県尾道市において稼働中の尾道物流センターを中国地方における物流の中核拠点とし
て活用することで、今後も地域医療に貢献してまいります。
当セグメントの当連結会計年度の業績は、2023年４月に実施された薬価の中間年改定によるマイナス影

響はあったものの、新型コロナウイルス感染症治療薬やインフルエンザ関連商品をはじめとする市場の伸長
および一部製薬企業の流通体制変更ならびに売上総利益率の改善に取り組んだこと等により、売上高2兆
5,399億32百万円(前期比6.0％増)、営業利益330億91百万円(同22.7％増)となりました。
なお、売上高には、セグメント間の内部売上高180億26百万円(同7.1％増)を含んでおります。
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❷ セルフメディケーション卸売事業の業績
セルフメディケーション卸売事業におきましては、連結子会社のアルフレッサ ヘルスケア株式会社(本

社：東京都中央区)が既存領域の高収益化と成長領域への挑戦を推進し、「22-24中計」の重点施策として掲
げた「高収益化への取り組み」「グループ連携強化」「事業変革による収益力強化」に取り組んでおります。
なかでも、物価高騰による仕入原価上昇への対応、調剤薬局販路開拓をはじめとするニューチャネル創造に
取り組んでまいりました。
2024年２月、同社は、東京都立産業貿易センター浜松町館(東京都港区)において、展示会「2024ライフ

サポートフェア」を開催いたしました。「New Gate〜新しい時代の新しいドラッグストアを創造〜」をテ
ーマに、変化する社会環境を見据え、変わってはいけないものを大事にしつつ、変化を予測した売り場づく
りの提案をいたしました。
当セグメントの当連結会計年度の業績は、新型コロナウイルス感染症の「５類」移行後の人流回復に加え

て、訪日外国人増加によるインバウンド需要増に伴う市場回復の影響から増収となったこと等により、売上
高2,628億43百万円(前期比6.6％増)、営業利益26億83百万円(同27.1％増)となりました。
なお、売上高には、セグメント間の内部売上高4億98百万円(同5.5％減)を含んでおります。
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❸ 医薬品等製造事業の業績
医薬品等製造事業におきましては、「次代の基盤創り」を目指し、「22-24中計」の重点施策として掲げた

「安心・安全・誠実なモノづくり」「トータルサプライチェーンサービスの実現に向けた取り組み」「デジタ
ルを活用した新たな取り組み」を推進しております。
2023年４月、連結子会社のアルフレッサ ファーマ株式会社(本社：大阪市中央区)は、連結子会社であっ

たサンノーバ株式会社(本社：群馬県太田市)を合併いたしました。本合併により新たな価値の創造を通じて
顧客満足を追求し、当社グループが掲げる「健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できるヘル
スケアコンソーシアム®」の実現に貢献いたします。
また、同社は、2023年３月に株式会社ケイファーマ(本社：東京都港区)との間で締結した、筋萎縮性側索

硬化症(ALS)治療薬としてのロピニロール塩酸塩の国内開発権・製造販売権許諾契約に基づく開発に引き続
き取り組んでおります。
さらに、アルフレッサ ファーマ株式会社は、2024年１月、同社群馬工場における新たな医薬品製造棟の

建設について詳細設計を完了いたしました。同製造棟の建設により、低分子医薬品の製造能力の増強や、新
たに高薬理活性製剤の受託製造および無菌製剤の検査・包装・試験受託への本格参入を図るとともに、当社
グループのトータルサプライチェーンサービスにおける開発から製造までの機能の強化と拡大へとつなげて
まいります。
当セグメントの当連結会計年度の業績は、ALS治療薬開発に係る契約一時金支出等の経費増の一方で、受

託製造および原薬製造の売上伸長および新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗原迅速検査キット「アルソニ
ック® COVID-19 Ag」をはじめとする診断薬の底堅い需要による増収の影響により、売上高527億40百万
円(前期比7.5％増)、営業利益18億94百万円(同349.9％増)となりました。
なお、売上高には、セグメント間の内部売上高151億46百万円(同9.3％増)を含んでおります。
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❹ 医療関連事業の業績
医療関連事業におきましては、調剤薬局事業を運営する連結子会社のアポクリート株式会社(本社：東京都

豊島区)が、予防からターミナルケアまでライフジャーニーにおけるすべてのステージに対応する「かかりつ
け薬局」を目指し、「22-24中計」の重点施策として掲げた「在宅医療への取り組みによる事業の成長」「Ｄ
Ｘによる事業変革」「未病予防への取り組み」を推進しております。
「在宅医療への取り組みによる事業の成長」への取り組みとして、2023年９月、同社は埼玉県内で調剤

薬局「カイエー薬局グループ」などを運営する有限会社会営(本社：埼玉県ふじみの市)の全株式を取得し、
完全子会社化いたしました。地域における在宅ドミナント化の実現に向けて引き続き取り組みを進めてまい
ります。
当セグメントの当連結会計年度の業績は、薬価改定によるマイナス影響はあったものの、新型コロナウイ

ルス感染症治療薬等の影響による増収および販管費抑制等により、売上高366億54百万円(前期比1.2％増)、
営業利益7億13百万円(同115.6％増)となりました。
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(2) 設備投資の状況
当連結会計年度における当社グループの設備投資総額は297億84百万円であり、その主なものは、子会社に

おける物流センター等の設備投資、製造設備の取得および既存設備の更新投資等であります。なお、無形固定
資産への投資額を含んでおります。

(3) 資金調達の状況
2023年12月14日に第１回無担保社債(ソーシャルボンド)200億円を発行いたしました。
また、当連結会計年度において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするシンジケートローンによ

り、100億円の借入を行っております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割、または新設分割の状況
特に記載すべき事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲り受けの状況
特に記載すべき事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当社の連結子会社であるアルフレッサ ファーマ株式会社およびサンノーバ株式会社は、2023年４月１日付

で、アルフレッサ ファーマ株式会社を存続会社とする吸収合併を行っております。

(7) 他の会社の株式その他の持分、新株予約権等の取得、または処分の状況
特に記載すべき事項はありません。
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２．財産および損益の状況
区分 第18期

（2020年度）
第19期

（2021年度）
第20期

（2022年度）
第21期

（2023年度）
売上高 （百万円） 2,610,427 2,585,643 2,696,069 2,858,500
経常利益 （百万円） 31,918 32,576 32,831 39,997
親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 24,501 32,182 25,786 29,558

１株当たり当期純利益 （円） 115.75 153.57 127.42 154.13
総資産 （百万円） 1,316,658 1,303,991 1,339,852 1,447,625
純資産 （百万円） 489,957 471,835 488,335 479,859
(注)１．１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式数により算出し、表示単位未満を四捨五入しております。なお、期中の平均

発行済株式数は自己株式数(役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式を含んでおります。)を控除した株式数により算出してお
ります。

２．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降に
ついては、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

３．第19期の期首から受取情報料等の表示方法を営業外収益から売上高へ変更しており、第18期については、当該表示方法の変
更の内容を反映させた数値を記載しております。
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３．重要な親会社および子会社の状況
(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

議決権比率
（％） 主要な事業内容

アルフレッサ株式会社 4,000 100.0 医療用医薬品等卸売事業
四国アルフレッサ株式会社 161 100.0 医療用医薬品等卸売事業
ティーエスアルフレッサ株式会社 1,144 100.0 医療用医薬品等卸売事業
明祥株式会社 395 100.0 医療用医薬品等卸売事業
株式会社琉薬 44 100.0 医療用医薬品等卸売事業
東北アルフレッサ株式会社 104 100.0 医療用医薬品等卸売事業

アルフレッサ メディカルサービス株式会社 450 100.0 医療材料等卸売事業
およびＳＰＤ事業

アルフレッサ篠原化学株式会社 38 100.0 医療用医薬品等卸売事業

エーエルプラス株式会社 70 100.0
(100.0) 医薬品物流事業

アルフレッサ ヘルスケア株式会社 499 100.0 セルフメディケーション
卸売事業

アルフレッサ ファーマ株式会社 3,000 100.0 医薬品等製造事業

青島耐絲克医材有限公司 300
(登録資本)

100.0
(100.0) 医薬品等製造事業

アルフレッサ ファインケミカル株式会社 400 100.0
(100.0) 医薬品等製造事業

アポクリート株式会社 403 100.0 調剤薬局の経営

アルフレッサ システム株式会社 150 51.0 情報システムの
運用・保守および開発事業

(注) 議決権比率の（ ）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

(3) 事業年度末日における特定完全子会社の状況

会社名 住所 帳簿価額の合計額
（百万円）

当社の総資産額
（百万円）

アルフレッサ株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 91,518 266,910
(注) アルフレッサ株式会社の登記上の本店所在地は、東京都千代田区内神田一丁目12番１号であります。



事業報告

33

４．対処すべき課題

(1) 企業価値の向上に向けた取り組み
東京証券取引所から2023年３月末に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」についての

要請がなされましたが、当社においては資本収益性や成長性といった観点での改善やサステナビリティに関す
る対応による企業価値向上が課題であると認識しております。
2023年５月15日に「アルフレッサグループ中長期ビジョン」を策定し、薬価の中間年改定実施や物流費を

はじめとしたコスト上昇等の環境下においても、中長期的な企業価値向上を目指します。
同ビジョンでは、2032年度までに目指す目標として「売上高4兆円、営業利益700億円以上、ROE8％以

上」を掲げており、「事業戦略」と「財務・資本戦略」を中心に取り組んでまいります。

「アルフレッサグループ中長期ビジョン」全体像
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◆事業戦略
当社グループの強みを活かし、「新規事業の開発」「成長事業の育成」「基盤事業の強化」を柱に、DＸを取り

入れた事業戦略のもと、社会価値創造および企業価値向上に取り組んでまいります。

◆財務・資本戦略
財務基盤の安定性・最適資本構成を目指すとともに、資本収益性の向上および株主還元の充実を図ってまい

ります。

◆非財務(ESG)戦略
・環境
「アルフレッサグループ環境方針」に基づき、CO２排出量の削減、資源の有効活用、再生可能エネルギーの
積極的な利用など、事業活動を通じた環境負荷軽減に取り組んでまいります。
・社会
ヘルスケアコンソーシアム®の実現にあたり、最も重要な資産は人財であると考えております。多様性を受

け入れ、個性や才能を存分に発揮できるよう「グループ人財戦略」および「アルフレッサグループダイバーシ
ティ方針」に基づき、共に働く人々のエンゲージメントの向上に取り組んでまいります。
・ガバナンス
「コンプライアンス」を最重要とする企業風土の醸成を図るため、「アルフレッサグループ コンプライアン
スガイドライン」に基づき、グループ全体のコンプライアンス意識の向上に取り組んでまいります。
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(2) 独占禁止法遵守のための取り組み
当社グループは、2019年11月以前に実施された一部取引先での入札における独占禁止法違反に真摯に向き

合い、役職員一同、再発防止策の徹底に引き続き取り組んでまいります。当社グループが実践している再発防
止のＰＤＣＡは以下のとおりであります。
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５．主要な事業内容（2024年３月31日現在）

当社は、持株会社として子会社および関連会社の管理等を行っております。また、子会社および関連会社に
おきましては、医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の卸販売、製造販売、輸出入等および調剤薬局の経
営とこれらに附帯する事業活動を展開しております。

６．主要な営業所および工場（2024年３月31日現在）

当社 本社 東京都千代田区大手町一丁目１番３号

アルフレッサ株式会社 本社 東京都千代田区神田美土代町７番地

四国アルフレッサ株式会社 本社 香川県高松市国分寺町福家甲1255番地10

ティーエスアルフレッサ株式会社 本社 広島県広島市西区商工センター一丁目２番19号

明祥株式会社 本社 石川県金沢市無量寺町ハ１番地

株式会社琉薬 本社 沖縄県浦添市牧港五丁目６番５号

東北アルフレッサ株式会社 本社 宮城県仙台市若林区卸町四丁目８番５
福島県郡山市喜久田町卸一丁目46番地１

アルフレッサ メディカルサービス株式会社 本社 東京都千代田区九段南二丁目３番14号

アルフレッサ篠原化学株式会社 本社 高知県高知市南御座９番41号

エーエルプラス株式会社 本社 東京都千代田区内神田一丁目12番１号

アルフレッサ ヘルスケア株式会社 本社 東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号

アルフレッサ ファーマ株式会社
本社 大阪府大阪市中央区石町二丁目２番９号

工場 岡山県勝田郡勝央町、千葉県野田市、
群馬県太田市

アルフレッサ ファインケミカル株式会社 本社・工場 秋田県秋田市向浜一丁目10番１号

アポクリート株式会社 本社 東京都豊島区東池袋四丁目５番２号

アルフレッサ システム株式会社 本社 東京都千代田区神田錦町一丁目１番
(注) アルフレッサ株式会社の登記上の本店所在地は、東京都千代田区内神田一丁目12番１号であります。
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７．使用人の状況（2024年３月31日現在）
(1) 企業集団の使用人の状況

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

医療用医薬品等卸売事業 9,435名
(2,397名)

755名増
(731名増)

セルフメディケーション卸売事業 401名
(8名)

3名増
(1名減)

医薬品等製造事業 1,384名
(291名)

1名増
(5名増)

医療関連事業 1,160名
(356名)

27名減
(38名減)

全社（共通） 137名
(9名)

13名増
(1名増)

合計 12,517名
(3,061名)

745名増
(698名増)

(注)１．使用人は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に外数で記載しております。
２．医療用医薬品等卸売事業における使用人数の増加は、主としてエーエルプラス株式会社を連結範囲に含めたことによるもので
あります。

(2) 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

51名 4名増 45.2歳 16.8年
(注) 使用人には、関係会社からの出向者が含まれており、執行役員および関係会社への出向者は含まれておりません。

８．主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
該当事項はありません。

９．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要政策のひとつと考えております。当期の配当につきまして

は、「22-24 中期経営計画 未来への躍進 〜進化するヘルスケアコンソーシアム®〜」で策定したとおり、連結
業績を基準に、財務体質の強化や経営基盤の安定性および将来の事業展開等を総合的に考慮し、連結純資産配
当率(ＤＯＥ)2.4％以上を基本方針としております。
これにより１株当たり期末配当金は36円(うち当社設立20周年記念配当5円)と決定し、既にお支払した中間

配当金34円(うち当社設立20周年記念配当5円)と合わせて１株当たり年間70円といたしました。

10．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項
１．株式の状況（2024年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 540,000,000株
(2) 発行済株式の総数 202,840,000株
(3) 株主数 16,202名
(4) 大株主(上位10名)

株主名 持株数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 28,913千株 15.44％
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 9,522 5.08

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 8,417 4.49
アルフレッサ ホールディングス社員持株会 5,623 3.00
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED
PENSION FUNDS 4,418 2.36

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS
ACCOUNT 4,018 2.15

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口
再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 3,908 2.09

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 3,068 1.64
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 2,780 1.48
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON
LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 2,591 1.38

(注)１．当社は自己株式を15,521,322株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、役員報酬
ＢＩＰ信託口が保有する当社株式449,809株を含んでおりません。

２．持株比率は、自己株式数を控除して計算しております。
３．みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、第一三共株式
会社が所有していた当社株式をみずほ信託銀行株式会社に信託したものが、株式会社日本カストディ銀行に再信託されたもので
あり、同社が議決権行使の指図権を留保しております。
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２．政策保有株式に関する方針
当社は、政策保有株式に関する方針を次のように定めております。

(1) 保有に関する基本方針
当社グループにおける政策保有株式の保有方針は、良好な取引・協業関係の維持発展や「ヘルスケアコンソ

ーシアム®の実現」に係る新たな事業機会の創出等、グループの戦略上、重要な目的を併せ持つ株式を保有す
るものとし、重要な目的を持たない株式については縮減を図る方針であります。当社グループでは、毎年、投
資先ごとに取引上の保有意義の再確認とともに、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかの定
量的検証についても取締役会に報告しております。
これらの方針に基づき、当事業年度にはグループ全体で62億円の株式を売却し、有価証券報告書(株式の保

有状況)に記載の当事業年度末における政策保有株式残高は593億円となりました。
また、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から売却等の意向が示された場合には、その売却

等を妨げません。

(2) 議決権行使に関する基本方針
保有する株式の議決権行使に当たっては、当社グループの企業価値向上および投資先企業の中長期的な企業

価値向上につながるものであるかを判断したうえで、適切に行使いたします。

３．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式はありません。
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３ 会社役員の状況
１．取締役および監査役の状況（2024年３月31日現在）
会社における地位 氏名 担当 重要な兼職の状況
代表取締役社長 荒 川 隆 治

代表取締役副社長 岸 田 誠 一
社長補佐
総務・財務企画・コーポレ
ートコミュニケーション・
コンプライアンス担当

代表取締役副社長 福 神 雄 介
医療用医薬品等卸売事業・
トータルサプライチェーン
サービス担当

アルフレッサ株式会社 代表取締役社長

取締役常務執行役員 大 橋 茂 樹 グループ医療卸事業統括部長
兼 海外事業担当

取締役常務執行役員 田 中 敏 樹 グループ経営戦略・人事
企画・IT･DX推進担当

取締役 勝 木 尚 アルフレッサ ヘルスケア株式会社
代表取締役会長

取締役 島 田 浩 一 アルフレッサ ファーマ株式会社
代表取締役社長執行役員

取締役 原 大 コーポレートガバナンス
委員会 委員長 株式会社ユニリタ 社外取締役

取締役 木 下 学 役員人事・報酬等委員会
委員長

住友金属鉱山株式会社 社外取締役
株式会社明電舎 社外取締役

取締役 竹 内 淑 恵 法政大学経営学部教授
取締役 國 政 貴美子 三菱食品株式会社 社外取締役
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会社における地位 氏名 担当 重要な兼職の状況
常勤監査役 尾 崎 正 和
常勤監査役 上 田 裕 治

監査役 加 藤 善 孝

公認会計士
株式会社ProC.A 代表取締役社長
株式会社ツインバード 社外取締役
株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役
株式会社フジオフードグループ本社
社外監査役

監査役 伊 東 卓
弁護士
株式会社日本住宅保証検査機構
社外取締役

監査役 木 﨑 博 公認会計士
株式会社アウトソーシング 社外取締役

(注)１．取締役 原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
２．監査役 加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、社外監査役であります。
３．監査役 加藤善孝および木﨑博は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

４．当社は取締役 原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子、監査役 加藤善孝、伊東卓および木﨑博を株式会社東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

５．当事業年度に係る役員の「重要な兼職の状況」に記載以外の主な兼職の状況は以下のとおりであります。
(1) 代表取締役社長 荒川隆治は、アルフレッサ株式会社およびアルフレッサ ファーマ株式会社の取締役を兼務しております。
(2) 代表取締役副社長 岸田誠一は、アルフレッサ株式会社および東北アルフレッサ株式会社の取締役を兼務しております。
(3）取締役常務執行役員 大橋茂樹は、明祥株式会社およびアルフレッサ ヘルスケア株式会社の取締役を兼務しております。
(4）取締役常務執行役員 田中敏樹は、ティーエスアルフレッサ株式会社およびアルフレッサ システム株式会社の取締役を兼務
しております。

(5) 取締役 島田浩一は、アルフレッサ ファインケミカル株式会社の取締役会長を兼務しております。
(6) 常勤監査役 尾崎正和は、明祥株式会社、アルフレッサ メディカルサービス株式会社およびアポクリート株式会社の監査役
を兼務しております。

(7）常勤監査役 上田裕治は、東北アルフレッサ株式会社およびアルフレッサ ファーマ株式会社の監査役を兼務しております。
６．監査役 神垣清水は、2023年６月27日開催の第20回定時株主総会の終結の時をもって辞任により退任しております。

２．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１
項に定める額であります。
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３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および連結子会社であるアルフレッサ株式会社の取締役、監査役および執行役員の全員を被保

険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含んでおります。)に起
因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり
ます。なお、被保険者の保険料を当社および当該連結子会社が全額負担しております。
ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であ

ると認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があり
ます。

４．当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める役員人事・報酬等委員会が、報酬
の決定の方針(報酬構成、基準額の設定を含んでおります。)ならびに報酬の算定方法および報酬総額等を審議
し、これに基づき取締役会に付議し、取締役会において決定しております。
各役員の個人別報酬等の額については、役員人事・報酬等委員会における業績評価結果に係る審議を踏まえ

て決定することとしております。当事業年度の取締役の個人別報酬等は、これらの手続きを経て決定されてい
ることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。また、監査
役の個別報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等は、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬デー

タや公表資料データを用い、同業他社や同規模の異業種他社等世間一般の報酬水準を踏まえて検討を行ってお
ります。報酬構成は、業務執行取締役、非業務執行取締役(社外取締役を含んでおります。)および監査役でそ
れぞれ異なる構成としております。業務執行取締役の報酬は、基本(固定)報酬に加え、各事業年度の業績目標
の達成度等に連動した業績連動型の賞与および「22-24中計」で掲げた中長期の業績目標の達成に向けて、取
締役等の意欲を高め長期的な企業価値の向上を図ることを目的とした業績連動型の株式報酬としております。
業績連動型の株式報酬については、役員報酬ＢＩＰ信託を利用した制度を導入しておりますが、同制度によ

る株式報酬を支給できない状況が発生した場合に備え、代替制度として、業績連動型の株式報酬と同様の算定
方法に基づき、株式に代えて金銭を支給する株価連動報酬を導入しております。
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役員区分
固定報酬 業績連動報酬

基本報酬 賞与 株式報酬
(株価連動報酬)

業務執行取締役 70% 20% 10%

非業務執行取締役、監査役 100% − −

(注) 業績連動報酬である賞与、株式報酬(株価連動報酬)は、標準的な目標の達成度であった場合の報酬構成比率を記載しております。

(2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

報酬等の種類 決議年月日 対象者 金額・株数 決議時の員数

基本報酬、賞与 2006年６月29日開催
第３回定時株主総会

取締役(使用人分の給与は含まない) 年額総額
6億円以内

７名

監査役 年額総額
1億20百万円以内

４名

株式報酬 2022年６月28日開催
第19回定時株主総会

取締役および執行役員(当社子会社
の取締役を主務とする取締役、社外
取締役および国内非居住者を除く)

３事業年度を
対象に3億円、
20万株を上限

8名
(取締役4名、
執行役員4名)

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

(4) 業績連動報酬に関する事項
❶ 賞与の算定方法

賞与は、株主との価値観の共有のみならず、より一層役員の会社業績への貢献意欲を高めるため、各事業
年度の連結営業利益率および親会社株主に帰属する当期純利益率等の期初目標値に対する達成度等に応じ、
基準額に賞与の構成割合(20％)を乗じた額を0％〜200％の範囲で変動させ、支給額を個別に決定しておりま
す。
なお、当事業年度における賞与に係る指標の目標および実績は以下のとおりであります。

指標 期初目標 実績

営業利益率 1.17% 1.35%

親会社株主に帰属する当期純利益率 0.80% 1.03%
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❷ 株式報酬の算定方法
株式報酬は、長期的な企業価値向上へのインセンティブと位置付け、交付される当社株式の数は、基準額

に株式報酬の構成割合(10％)を乗じた額に応じ算定された基準ポイントを毎年付与・累計し、中期経営計画
期間満了後に、中期経営計画における業績目標の達成度等に応じ当該基準ポイントの累計値を0％〜200％の
範囲で変動させ、決定いたします。業績指標においては、賞与と同様、株主との価値観の共有を図るととも
に、役員の会社業績への貢献意欲を高めるため、中期経営計画の主要指標である連結営業利益率および親会
社株主に帰属する当期純利益率等を用いております。
❸ 株価連動報酬の算定方法

株価連動報酬は、株式報酬を支給できない場合の代替制度の位置づけであり、株式報酬と同様の基準ポイ
ントを使用し、中期経営計画期間中、毎年付与・累計し、中期経営計画期間満了後に、中期経営計画におけ
る業績目標の達成度等に応じ当該基準ポイントの累計値を0％〜200％の範囲で変動させ、規程に定めた基準
日の株価を乗じた金額を支給いたします。なお、業績指標においては、株式報酬と同様に、中期経営計画の
主要指標である連結営業利益率および親会社株主に帰属する当期純利益率等を用いております。

(5) 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬 業績連動報酬

基本報酬 賞与 株式報酬
(株価連動報酬)

取締役
(うち社外取締役)

312
(40)

221
(40) 55 35 11

(4)
監査役
(うち社外監査役)

76
(30)

76
(30) − − 6

(4)

合 計 388 297 55 35 17

(注)１．基本報酬は在任期間中、毎月定期的に支給しております。
２．賞与は、事業年度毎の業績確定後に年1回支給しております。
３．株式報酬(株価連動報酬)は、中期経営計画の業績確定後に支給しております。
４．業績連動報酬は、当事業年度に係る引当金の繰入額・戻入額を含めて記載しております。
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５．当事業年度社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況
❶ 社外取締役に関する事項

地位 氏名 取締役会 出席状況 主な活動状況と社外取締役が期待される
役割に関して行った業務の概要

取締役 原 大 取締役会：100% (18回／18回)

主に経営者としての経験を基に意見を述べ、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員長および役

員人事・報酬等委員会の委員を務めており、適宜自身の知
見に基づいた発言を行っております。

取締役 木下 学 取締役会：100% (18回／18回)

主に企業における実務者および経営者としての経験を基
に意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を適宜行っております。
また、役員人事・報酬等委員会の委員長およびコーポレ

ートガバナンス委員会の委員を務めており、適宜自身の知
見に基づいた発言を行っております。

取締役 竹内 淑恵 取締役会：100% (18回／18回)

主に学識経験者としての知見を基に意見を述べ、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提
言を適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員および役員

人事・報酬等委員会の委員を務めており、適宜自身の知見
に基づいた発言を行っております。

取締役 國政 貴美子 取締役会：100% (18回／18回)

主に企業における実務者および経営者としての経験を基
に意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員および役員

人事・報酬等委員会の委員を務めており、適宜自身の知見
に基づいた発言を行っております。
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❷ 社外監査役に関する事項

地位 氏名 取締役会・監査役会 出席状況 主な活動状況

監査役 加藤 善孝 取締役会：
監査役会：

100% (18回／18回)
100% (18回／18回)

主に公認会計士としての財務・会計等の専門的見地から
意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提言を適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員を務めてお

り、適宜自身の知見に基づいた発言を行っております。

監査役 伊東 卓 取締役会：
監査役会：

100% (18回／18回)
100% (18回／18回)

主に弁護士としての法令遵守に係る見地から意見を述べ、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員を務めてお

り、適宜自身の知見に基づいた発言を行っております。さ
らに、役員人事・報酬等委員会にオブザーバーとして出席
しております。

監査役 木﨑 博 取締役会：
監査役会：

100% (13回／13回)
100% (13回／13回)

主に企業における実務者および経営者としての経験に加
え、公認会計士としての財務・会計等の専門的見地から意
見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を適宜行っております。
また、コーポレートガバナンス委員会の委員を務めてお

り適宜自身の知見に基づいた発言を行っております。

４ 会計監査人の状況
１．名称 有限責任 あずさ監査法人
２．報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 114百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 232百万円

(注)１．当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価および分析、会計監査の職務遂行状況ならびに報酬見
積りの算出根拠の相当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬額について同意いたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分し
ておりませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．非監査業務の内容
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務(非監査業務)であ

る、社債発行に係るコンフォート・レター作成業務についての対価を支払っております。
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４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、当社監査役会は当該会

計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた
します。また、当社監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が必
要と認める場合には、当該会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会にその旨通知する
ものとし、当社取締役会はかかる議案を株主総会に提出いたします。

５ 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確
保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
当社は、会社法および会社法施行規則にもとづき、以下のとおり当社の業務ならびに当社および当社の子会

社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を整備する。
(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
❶ アルフレッサグループ理念に則り、コンプライアンスガイドラインおよび社内諸規程を制定し、法令、
定款に適合した体制を整える。

❷ 経営に関わる重要事項は、基本方針および手続きに沿って業務執行会議において検討を行い、取締役会
または業務執行会議にて決定する。

❸ 金融商品取引法および関係法令に従い、経営の透明性と健全性を維持し、財務報告の信頼性および内部
統制の有効性の確保および精度向上に努める。

❹ 社外取締役を選任し、経営監視機能の客観性・中立性を確保する。
❺ 監査役は、取締役会、業務執行会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行や意思決定の適法性お
よび妥当性を監査する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
株主総会、取締役会、業務執行会議および稟議に係る文書等、取締役の職務執行に係る文書またはその他

の情報について、法令および社内諸規程にもとづき、適切に保存および管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
❶ 事業投資、コンプライアンス、情報管理等、経営上の様々なリスクに適切に対応し事業の継続と安定的
発展を確保するため、社内諸規程を制定しリスクマネジメント体制を整備する。

❷ 緊急事態発生時には、危機管理体制を発動し、リスクの特性・内容に応じた適切な対応を実施する。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
❶ アルフレッサグループ中期経営計画および年度計画にもとづき、進捗管理を行い、目標達成のための施
策を展開する。

❷ 執行役員制度により、取締役の職務と執行役員の業務執行を明確化する。
❸ 取締役会および業務執行会議を定例的に開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
❹ 社内諸規程を整備し、職務分掌および職務権限等を明確化し、適時適切な報告体制を整備する。

(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
❶ アルフレッサグループ理念に則り、コンプライアンスガイドラインおよび社内諸規程を制定し、より高
い倫理観をもって誠実に行動することを規範として定める。

❷ 社員への研修・教育を実施し、法令またはコンプライアンス遵守の周知徹底を行い、社内での適時適切
な報告・連絡を実行する。

❸ コンプライアンス相談窓口を設けて情報の確保に努めるとともに通報者の権利の保護を図る。
❹ 監査部は、法令および社内諸規程の遵守状況等について、内部監査を実施する。

(6) 当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
❶ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(A) グループ会社運営規程にもとづき、各グループ会社の経営に関する管理を行い、重要事項についての
報告体制を整備する。

(B) 各種会議やグループ内の人事交流により、グループ会社間の相互の連携と情報の共有化を図る。
❷ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループの情報管理体制、リスク管理体制を整備し、強化を図る。
❸ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(A) アルフレッサグループ中期経営計画および年度計画にもとづき、グループ会社の目標進捗状況を管理
および検証する。

(B) グループ経営の効率化を目的として、グループ社長会議、事業戦略会議をはじめ部門や役割・機能に
応じた会議を定期または随時に開催し、グループ経営に関する事項を協議または審議する。

❹ 当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
(A) アルフレッサグループ理念の浸透を図り、コンプライアンスガイドラインおよび社内諸規程を制定
し、法令、定款に適合した体制を整える。

(B) グループ会社にコンプライアンス相談窓口を設けるとともに、グループ各社共通のコンプライアンス
グループ相談窓口を設け、より開かれた通報体制を整える。

(C) 監査部は、グループ会社の内部監査部門と連携し、グループにおける監査機能の充実を図る。
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(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務執行を補助するために、監査役室を設置する。

(8) 監査役の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室所属の補助使用人の人事異動について、監査役の意見を踏まえたうえで行う。

(9) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役室所属の補助使用人は、監査役の補助業務に専従するものとし、会社は当該補助使用人に対して指

揮命令を行わない。

(10) 監査役への報告に関する体制
❶ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
(A) 監査役が監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保するため、監査役の閲覧する資
料の整備に努める。

(B) 法令に定める事項の他、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事象については、すみやかに監査役
に報告する。

(C) 監査役が必要と認めた会議については、監査役の出席機会の確保に努める。
(D) 監査役から意見聴取の要請を受けたときは、すみやかにこれに応じる。
(E）コンプライアンス相談窓口への通報内容は監査役へ定期的または必要に応じ随時報告する。

❷ 当社の子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするため
の体制
コンプライアンスグループ相談窓口への通報内容は監査役へ定期的または必要に応じ随時報告する。

(11) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
監査役への報告を行った者およびその内容について厳重な情報管理体制を整備する。

(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため一定額の予算を確保する。

(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
❶ 監査役監査の重要性および有用性を踏まえ、随時意見を交換する。
❷ 監査役による監査部との定期的な意見交換およびグループ会社監査役との会議開催の機会等を確保し、
連携強化に努める。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) コンプライアンス体制について
❶ 当社グループは、グループ理念に則り、「コンプライアンスガイドライン」を制定しており、コンプラ
イアンス・リスクマネジメント会議や研修等を通じて、その徹底を図っております。

❷ 当社およびグループ各社に設置されたコンプライアンス相談窓口の運用状況は、コンプライアンス・リ
スクマネジメント会議、取締役・監査役等へ定期的または適宜報告しております。
また、独占禁止法専用の電話相談窓口をグループ会社内および社外に設置し、各種質問や内部通報を受

け付ける体制を確立しており、独占禁止法専用の電話相談窓口の運用状況は、コンプライアンス・リスク
マネジメント会議分科会、取締役会等へ定期的または適宜報告しております。

❸ 財務報告に係る内部統制については、基本的計画および方針、進捗状況ならびに有効性の評価結果等を
取締役会に適宜報告しております。

❹ 「１ 企業集団の現況 ４．対処すべき課題」に記載のとおり独占禁止法遵守を徹底する為、役職員一
同、再発防止のＰＤＣＡを実践しております。

(2) リスク管理体制について
❶ 当社グループにおける投資案件の審議のため、事業投資委員会を適宜開催するとともに、規程に基づき
取締役会または業務執行会議への付議を行っております。

❷ 当社グループでは、事業継続計画(ＢＣＰ)および災害時の各種マニュアルを整備し、大規模災害時に迅
速で安定的な医薬品等の供給ができる体制を整備しております。
さらに当社グループでは、リスク管理体制の強化を目的にコンプライアンス・リスクマネジメント会議

を定期的に開催しております。
❸ 情報セキュリティ対策推進のため、当社グループ全体で「情報セキュリティ体制」を構築し、グループ
統一基準に基づいた教育・運用チェック等を行っております。

(3) グループ会社の管理について
❶ 「グループ会社運営規程」に基づき、グループ会社に関する重要な事項につきましては、当社取締役会
または業務執行会議に付議しております。

❷ グループ中期経営計画および年度計画に基づき、進捗管理を行い、必要に応じて業務執行会議および取
締役会へ報告しております。また、グループ社長会議、事業戦略会議およびグループ経営推進会議をはじ
め役割・機能に応じた会議を定期的に開催しております。

❸ 各種会議体を通じてグループ会社との情報共有・報告体制の強化、コンプライアンス教育の徹底、内部
通報制度の充実・強化を図っております。
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(4) 取締役の職務の執行について
❶ 取締役の職務執行に係る文書につきましては、法令および社内諸規程に基づいて適切な管理を実施して
おります。

❷ 執行役員制度により、取締役の職務と執行役員の業務執行を明確化し、効率的な意思決定を図っており
ます。

❸ 当社は、取締役会を18回開催し、所定の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に関する報告
を受け監督を行いました。また、業務執行会議を18回開催し、他の重要事項等について審議・決定いたし
ました。取締役会等では、事業の動向、投資案件など当社およびグループ各社に係る重要な意思決定と報
告事項につき経営分析資料、専門分野の資料等に基づき、十分な議論を尽くし、経営の監督機能を果たし
ております。

(5) 監査役の職務の執行について
❶ 監査役会規程・監査役監査基準等に従い、監査計画を立案し監査業務の分担を行うとともに、取締役会
その他重要会議へ出席し、必要に応じて意見を述べております。

❷ 稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役や使用人に説明を求め、助言を行っております。
❸ 監査役会を定期または必要の都度随時に開催し、監査活動の報告・協議および情報交換を行い、監査の
有効性・効率性を高めることに努めております。

❹ 当社代表取締役社長等の経営陣との面談や適宜グループ会社監査役等との意見交換・情報連絡等を行う
とともに、グループ監査役会議を開催し、監査品質の向上に努めております。

❺ 会計監査人の独立性と専門性の確認を行うとともに、監査計画の検証および監査・四半期レビュー結果
の受領等を通じて十分な連携を図っております。

❻ 監査部と定期または必要の都度情報交換を行う等により、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向
上を図っております。

(注) 本事業報告に記載の金額は、特に記載のない限り表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資 産 の 部）

流動資産 1,121,233
現金及び預金 213,756
受取手形 13,790
売掛金 632,323
商品及び製品 147,159
仕掛品 1,843
原材料及び貯蔵品 7,375
未収入金 87,175
その他 18,145
貸倒引当金 △335

固定資産 326,392
有形固定資産 181,601
建物及び構築物 79,081
機械装置及び運搬具 13,840
工具、器具及び備品 4,234
土地 72,239
リース資産 3,907
建設仮勘定 8,298

無形固定資産 16,572
のれん 2,065
リース資産 13
その他 14,494

投資その他の資産 128,218
投資有価証券 105,627
長期貸付金 2,034
繰延税金資産 1,460
退職給付に係る資産 9,467
その他 13,026
貸倒引当金 △3,398

資産合計 1,447,625

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流動負債 906,989
支払手形及び買掛金 855,328
リース債務 1,565
未払法人税等 7,961
賞与引当金 8,028
役員賞与引当金 439
独占禁止法関連損失引当金 4,937
その他 28,727

固定負債 60,776
社債 20,000
長期借入金 10,000
リース債務 3,372
繰延税金負債 16,542
再評価に係る繰延税金負債 416
株式給付引当金 176
役員株式給付引当金 238
退職給付に係る負債 7,740
資産除去債務 1,007
その他 1,281

負債合計 967,766
（純資産の部）

株主資本 424,269
資本金 18,454
資本剰余金 57,720
利益剰余金 384,507
自己株式 △36,412

その他の包括利益累計額 55,330
その他有価証券評価差額金 54,438
繰延ヘッジ損益 1
土地再評価差額金 △3,375
為替換算調整勘定 330
退職給付に係る調整累計額 3,936

非支配株主持分 259
純資産合計 479,859
負債・純資産合計 1,447,625
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連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 2,858,500
売上原価 2,652,128
売上総利益 206,371

販売費及び一般管理費 167,910
営業利益 38,460

営業外収益
受取利息 59
受取配当金 1,570
不動産賃貸料 541
その他 859 3,030

営業外費用
支払利息 132
支払手数料 624
不動産賃貸費用 189
その他 547 1,494

経常利益 39,997
特別利益

固定資産売却益 199
投資有価証券売却益 5,663 5,863

特別損失
固定資産売却損 101
固定資産除却損 179
減損損失 408
投資有価証券評価損 1,377 2,065

税金等調整前当期純利益 43,795
法人税、住民税及び事業税 14,009
法人税等調整額 211 14,221
当期純利益 29,574
非支配株主に帰属する当期純利益 15
親会社株主に帰属する当期純利益 29,558
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連結株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 18,454 57,720 366,649 △686 442,137
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △12,245 △12,245
親会社株主に帰属する
当期純利益 29,558 29,558

自己株式の取得 △35,740 △35,740
自己株式の処分 14 14
連結範囲の変動 515 515
土地再評価差額金の取崩 28 28
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変動額(純額)

連結会計年度中の
変動額合計 − − 17,857 △35,726 △17,868

当期末残高 18,454 57,720 384,507 △36,412 424,269
その他の包括利益累計額

非支配株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 47,135 △0 △3,346 269 1,895 45,953 244 488,335
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △12,245
親会社株主に帰属する
当期純利益 29,558

自己株式の取得 △35,740
自己株式の処分 14
連結範囲の変動 515
土地再評価差額金の取崩 28
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変動額(純額)

7,302 1 △28 60 2,040 9,376 15 9,391

連結会計年度中の
変動額合計 7,302 1 △28 60 2,040 9,376 15 △8,476

当期末残高 54,438 1 △3,375 330 3,936 55,330 259 479,859
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貸借対照表（2024年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資 産 の 部）

流動資産 32,225

現金及び預金 20,924

前払費用 2

関係会社短期貸付金 9,093

未収還付法人税等 2,041

その他 163

固定資産 234,684

有形固定資産 136

建物 79

器具及び備品 56

無形固定資産 7

ソフトウェア 7

投資その他の資産 234,540

投資有価証券 10,154

関係会社株式 211,656

関係会社出資金 234

関係会社長期貸付金 12,189

長期前払費用 6

保証金 157

その他 142

資産合計 266,910

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流動負債 12,114
未払金 241
未払法人税等 34
未払消費税等 9
関係会社預り金 11,597
賞与引当金 90
役員賞与引当金 55
その他 85

固定負債 31,389
社債 20,000
長期借入金 10,000
繰延税金負債 1,287
株式給付引当金 25
役員株式給付引当金 57
退職給付引当金 7
その他 11

負債合計 43,503
（純資産の部）

株主資本 220,242
資本金 18,454
資本剰余金 122,748
資本準備金 58,542
その他資本剰余金 64,205

利益剰余金 115,539
その他利益剰余金 115,539
繰越利益剰余金 115,539

自己株式 △36,498
評価・換算差額等 3,163
その他有価証券評価差額金 3,163

純資産合計 223,406
負債・純資産合計 266,910
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損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
営業収益

受取配当金 14,946
グループ運営収入 2,306 17,252

営業費用
一般管理費 2,479

営業利益 14,772
営業外収益

受取利息 74
有価証券利息 6
受取配当金 160
その他 12 254

営業外費用
支払利息 10
社債利息 48
社債発行費 99
支払手数料 624
投資事業組合運用損 25
その他 2 811

経常利益 14,215
特別利益

投資有価証券売却益 21 21
特別損失

関係会社株式評価損 838 838
税引前当期純利益 13,398
法人税、住民税及び事業税 3
法人税等調整額 100 104
当期純利益 13,294
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株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資

本剰余金
資本
剰余金
合計

その他利
益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 18,454 58,542 64,205 122,748 114,490 114,490 △772 254,920
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △12,245 △12,245 △12,245
当期純利益 13,294 13,294 13,294
自己株式の取得 △35,740 △35,740
自己株式の処分 14 14
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

事業年度中の変動額合計 − − − − 1,048 1,048 △35,726 △34,677
当期末残高 18,454 58,542 64,205 122,748 115,539 115,539 △36,498 220,242

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 1,886 1,886 256,806
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △12,245
当期純利益 13,294
自己株式の取得 △35,740
自己株式の処分 14
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

1,277 1,277 1,277

事業年度中の変動額合計 1,277 1,277 △33,400
当期末残高 3,163 3,163 223,406
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月13日
アルフレッサ ホールディングス株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 矢 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 野 浩一郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 斉 藤 直 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アルフレッサ ホールディングス株式会社の2023

年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、アルフレッサ ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月13日
アルフレッサ ホールディングス株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 矢 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 野 浩一郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 斉 藤 直 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アルフレッサ ホールディングス株式会社

の2023年４月１日から2024年３月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024 年3月31日までの第21期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1) 監査役会は、当期の監査方針、職務の分担、監査計画等を定め、コンプライアンスを重視した企業風
土および人的資本経営に資する各種施策への取組を重点監査項目として設定し、各監査役から監査の実
施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査の方針、職務の分担、監査計画等に従
い、取締役、執行役員、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容お
よび当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役および使用人等から
その構築・運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および有限責任 あずさ監査法人から当
該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第
131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表)およびその附属明細書ならびに連結計算書類(連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表)について検討いたしました。
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を
含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2024年５月14日

アルフレッサ ホールディングス株式会社
監 査 役 会

常勤監査役 尾 崎 正 和 ㊞
常勤監査役 上 田 裕 治 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 加 藤 善 孝 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 伊 東 卓 ㊞
監 査 役 (社外監査役) 木 﨑 博 ㊞

以 上



当社ホームページには株主・投資家の
皆様向けの情報をまとめたIRサイトを設
けております。決算短信、説明会資料お
よびデータブック等を掲載するとともに、
代表者による決算説明会の動画も配信し
ております。また、業績推移をグラフ化
した業績ハイライト、各種発行物も掲載
しております。さらに、IRに関するご質
問もインターネットから直接お受けする
体制をとっております。

当社は「アルフレッサグループ 統合報
告書」を発行しております。統合報告書
では、中長期的な視点に立った当社の取
り組み方針をまとめております。株主の
皆様をはじめとするステークホルダーの
皆様にとって、当社グループをご理解い
ただく一助になれば幸いです。

統合報告書は当社IRサイトのIRライ
ブラリーコーナーからご覧いただけます。

https://www.alfresa.com/ir/

https://www.alfresa.com/ir/library/annual_report/

アルフレッサ IR 検索検索

当社IRサイトのご紹介

統合報告書をぜひご覧ください

株主の皆様へのお知らせ
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新宿通り新宿通り
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ワコールワコール
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みずほ銀行みずほ銀行

三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行
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麹町駅
1番出口
麹町駅
1番出口 半蔵門駅

1番出口
半蔵門駅
1番出口

ホテルグランドアーク半蔵門
N

● 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」下車
 ➡ １番出口より　徒歩約２分

● 東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車
 ➡ １番出口より　徒歩約７分交通機関

第21回 定時株主総会 会場ご案内図
日 時 2024年6月26日（水曜日）

午前10時（受付開始 午前９時）
会 場 東京都千代田区隼町１番１号

ホテルグランドアーク半蔵門
４階「富士の間」
電話：03-3288-0111

東京都千代田区大手町一丁目１番３号
https://www.alfresa.com/


